
目
　
　
　
次

公
　
　
　
告

○
平
成
二
十
一
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
七

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
二
三
七

行
う
者
の
変
更
の
届
出

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
九

○
国
土
調
査
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
九

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
〇

公
　
　
　
告

'

平
成
二
十
一
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
一
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
一
年
七
月
四
日
（
土
）
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号
　
山
梨
学
院
大
学

三
　
試
験
科
目

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

１
　
食
文
化
概
論

２
　
衛
生
法
規

３
　
公
衆
衛
生
学

４
　
栄
養
学

５
　
食
品
学

６
　
食
品
衛
生
学

７
　
調
理
理
論

四
　
受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
多

数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
定
め
る
も
の
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し

た
も
の

五
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
　

時
ま
で
と
す
る
。

六
　
受
験
願
書
提
出
場
所

住
所
地
を
所
轄
す
る
保
健
所
又
は
中
北
保
健
所
峡
北
支
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
山
梨
県
外
に
住
所

を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
健
康
増
進
課
と
す
る
。

七
　
提
出
書
類

１
　
受
験
願
書

２
　
履
歴
書

３
　
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

４
　
調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
施
設
又
は
営
業
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に

従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
当
該
施
設
の
長
又
は
営
業
主
の
証
明
書
（
受
験
者
が
施
設
の

長
又
は
営
業
主
で
あ
る
場
合
は
、
調
理
師
会
そ
の
他
の
調
理
師
関
係
団
体
の
長
の
証
明
書
）

５
　
写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
及
び
無
帽
の
も
の
で
あ
っ
て
、
大
き

さ
が
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

八
　
受
験
手
数
料

六
千
百
円
（
受
験
願
書
に
六
千
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
つ
け
、
消
印

し
な
い
こ
と
。）

手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
返
還
し
な
い
。

'
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
八
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
四
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
三
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

四
月
三
十
日

第
千
九
百
四
十
四
号

木　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
ロ
ッ
ク
開
発
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
羽
間
和
彦

２
　
住
所
　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
佐
久
間
河
岸
六
十
七

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
山
梨
中
央

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
中
央
市
下
河
東
字
上
窪
四
百

２
　
変
更
し
た
事
項

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

ロ
ッ
ク
シ
テ
ィ
山
梨
中
央

ロ
ッ
ク
タ
ウ
ン
山
梨
中
央

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

山
梨
県
中
央
市
医
大
南
部
土
山
梨
県
中
央
市
下
河
東
字
上

地
区
画
整
理
事
業
地
内
七
十
窪
四
百

七
の
一
街
区
二
画
地
外

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
　
更
　
事
　
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏

名

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

株
式
会
社
大
創
産
業
　
代
表
取
広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

締
役
　
矢
野
博
丈

東
一
丁
目
四
番
十
四
号

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
　
代
東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目

表
者
の
氏
名

表
取
締
役
　
栗
原
勝
利

七
番
七
号

株
式
会
社
チ
ヨ
ダ
　
代
表
取
締
東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁

役
　
舟
橋
政
男

目
三
十
九
番
八
号

株
式
会
社
レ
モ
ー
ル
　
代
表
取
奈
良
県
御
所
市
大
字
池
之
内

締
役
　
米
田
保
伸

三
百
六
十
三
番
地

株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ
　
代
表
取
福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走

締
役
　
江
尻
義
久

熊
字
七
本
松
二
十
七
番
一
号

株
式
会
社
桔
梗
屋
　
代
表
取
締
山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
坪
井

役
　
中
丸
眞
治

千
九
百
二
十
八
番
地

Ｂ
│
Ｒ
サ
ー
テ
ィ
ワ
ン
ア
イ
ス
東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁

ク
リ
ー
ム
株
式
会
社
　
代
表
取
目
二
番
一
号

締
役
　
尾
崎
仙
次

有
限
会
社
橋
爪
商
店
　
代
表
取
山
梨
県
甲
府
市
国
母
五
丁
目

締
役
　
橋
爪
治
男

四
番
地
十
四
号

株
式
会
社
ポ
イ
ン
ト
　
代
表
取
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁

締
役
　
石
井
稔
晃

目
七
番
二
号

ム
シ
ュ
タ
ッ
ク
貿
易
株
式
会
社
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
七
丁

代
表
取
締
役
　
ア
リ
ム
シ
ュ
目
十
九
番
地
五
西
新
宿
Ｏ
Ｓ

タ
ッ
ク

Ｃ
ビ
ル
五
Ｆ

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｙ
　
代
表
取
締
役
　
野
山
梨
県
甲
府
市
東
光
寺
町
千

田
秀
樹

六
百
十
六
番
地
二
十
四
号

兼
松
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁

株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
長
目
五
番
一
号
野
村
不
動
産
西

谷
川
久
也

新
宿
共
同
ビ
ル
五
Ｆ

株
式
会
社
パ
ス
テ
ル
　
代
表
取
福
島
県
郡
山
市
島
一
丁
目
二

締
役
　
鈴
木
和
彦

十
八
番
五
号

株
式
会
社
ひ
ら
お
か
　
代
表
取
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
春
日
二

締
役
　
平
岡
正
也

丁
目
十
一
番
十
号

有
限
会
社
サ
ボ
イ
　
代
表
取
締
山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
二
千
三

役
　
秋
山
憲

百
三
番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
四
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

二
三
八



株
式
会
社
三
城
　
代
表
取
締
役
東
京
都
中
央
区
銀
座
二
丁
目

多
根
裕
詞

七
番
十
七
号

ペ
ッ
ト
シ
テ
ィ
株
式
会
社
　
代
東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目

表
取
締
役
　
豆
鞘
亮
二

二
十
四
番
二
号
豊
平
ビ
ル
三

Ｆ

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
　
代
表
取
山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十

締
役
　
柳
井
正

七
番
地
一
号

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機
　
代
表
群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁

取
締
役
　
山
田
昇

目
四
十
番
地
の
十
一

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
　
代
表
取
締
北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十

役
　
鶴
羽
樹

四
条
東
二
十
丁
目
一
番
二
十

一
号

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長

社
　
代
表
取
締
役
　
内
山
一
美
窪
三
百
三
番
地
一

株
式
会
社
三
島
戸
田
書
店
　
代
静
岡
県
田
方
郡
函
南
町
仁
田

表
取
締
役
　
古
川
●
明

七
十
番
地
一

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
八
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
有
限
会
社
プ
リ
バ
　
取
締
役
　
馬
場
則
明

２
　
住
所
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
十
一
番
九
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
メ
ガ
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
南
ア
ル
プ
ス
店
　
　

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
字
雨
久
保
千
四
百
二
十
三
│
一
番

２
　
変
更
し
た
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
の

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
メ
ガ
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
南
ア

名
称

南
ア
ル
プ
ス
店

ル
プ
ス
店

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
十
五
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日

'

国
土
調
査
の
指
定

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
国
土
調
査
の
指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日

二
　
調
査
を
行
う
者
の
名
称

富
士
吉
田
市
、
中
央
市
、
身
延
町

三
　
調
査
地
域

富
士
吉
田
市
大
字
下
吉
田
及
び
大
字
新
倉
の
一
部
、
中
央
市
大
字
西
花
輪
古
宮
、
村
間
、
村
北
、

村
東
及
び
村
前
並
び
に
南
巨
摩
郡
身
延
町
車
田
の
一
部

四
　
調
査
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
四
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

二
三
九



建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
永
光
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
八
百
九
十
一
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
澤
享

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
九
）
第
一
三
三
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
の
営
業
の
全
部

２
　
期
間
　
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で
の
四
十
五
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
の
元
代
表
取
締
役
及
び
元
取
締
役
が
刑
法
（
明
治
四
十

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
、
甲
府
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
懲
役
刑
に

処
す
る
旨
の
判
決
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
北
杜
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
韮
崎
市
中
田
町
中
條
千
七
百
七
十
四
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
矢
野
雅
彦

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
七
）
第
八
八
九
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
の
営
業
の
全
部

２
　
期
間
　
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で
の
四
十
五
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
の
元
代
表
取
締
役
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
、
甲
府
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
懲
役
刑
に
処
す
る
旨
の
判

決
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
南
大
道
端
三
五
〇
の
一
、
三
五
〇
の
三
及
び
三
五
〇
の
八
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
三
百
五
十
番
地
一
　
株
式
会
社
ホ
ン
カ
・
ジ
ャ
パ
ン
　
代
表
取
締

役
　
サ
ー
レ
ラ
イ
ネ
ン
・
マ
ル
コ

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
四
十
四
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日

二
四
〇


